
平成29年3月 太田市長

「人と自然にやさしく、品格のあるまち太田」
を目指して 

　私たちのまち「太田市」は、平成1 7年 3月 2 8日の 1市 3
町による合併から、今年で 1 3年目を迎えます。その間、
新市として初めての総合計画となる「新生太田総合計画」
に掲げた将来都市像「人と自然にやさしい、笑顔で暮らせ
る ま ち 太 田 」 を 目 指 し 、 北 関 東 随 一 の 工 業 都 市 と し て 、
着実に発展を遂げてまいりました。

　しかし、「新生太田総合計画」策定から 1 0年が経過し
た現在、各自治体を取り巻く環境は大きく変動しています。
経済活動のグローバル化や地球環境問題の深刻化など地
域を超えた課題をはじめ、人口減少・超高齢化社会の到
来といった社会構造的な課題、度重なる自然災害や高度
経済成長期に整備したインフラの老朽化対策など、様々
な課題に的確に対応し、将来にわたって都市の活力を維
持していかなければなりません。

　「第２次太田市総合計画」では、このような時代にあっ
ても、本市のこれまでの取り組みの成果を活かし、諸課
題に対応したまちづくりを進めていくため、「人と自然に
やさしく、品格のあるまち太田」の実現に取り組むこと
としています。

　今後は、限られた経営資源を最大限に有効活用すると
ともに、市民の皆様との連携と協働により、本計画を着
実に推進し、次世代に誇れる太田市となるよう各種事業
に取り組んでまいります。

　最後になりましたが、本計画の策定にあたって、たく
さんの貴重なご意見、ご提言をいただきました市民の皆様、
熱心にご審議いただきました総合計画審議会委員の皆様
に心から感謝申し上げます。
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序 論 

１ 計画策定の趣旨 

  ２ 計画の構成と計画期間 

  ３ 市の概況と時代の潮流 

  ４ 市民の意識 

  ５ 計画策定の視点 



序 論 

１ 計画策定の趣旨 

  ２ 計画の構成と計画期間 

  ３ 市の概況と時代の潮流 

  ４ 市民の意識 

  ５ 計画策定の視点 



　本市では、まちづくりの基本方向を示す計画として総合計画を策定し、計画的にまちづ

くりを進めてきました。 

　現行の「新生太田総合計画」は、平成 17 年 3 月 28 日をもって太田市、尾島町、新田町

及び藪塚本町が合併して新太田市が設置されたことに伴い、太田市における総合的かつ計

画的な行政運営を図るために策定されました。平成 19 年度を初年度とし、平成 28 年度を

目標年度として「人と自然にやさしい、笑顔で暮らせるまち太田」を将来の都市像に掲げ、

その実現に向けてまちづくりを進めていますが、計画策定から 9 年が経過し、少子高齢化

や人口減少のさらなる進行、経済成長の鈍化、市民参加型社会への移行など、本市を取り

巻く状況も大きく変化しています。  

　この総合計画は、こうした課題に的確に対応し、これからの時代にふさわしい魅力あるま

ちづくりを進めていくため、新生太田総合計画での取り組みの成果をふまえ、市民と行政の

まちづくりの新たな指針として策定するものです。 

1 計画策定の趣旨
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本計画は、「基本構想」と「行動計画」で構成します。さらに、総合計画に掲げる目標に向

けた施策を具体的に推進するための「実施計画」をあわせて策定します。 

●構成 

 ●期間 

■基本構想：平成29年度から平成36年度までの8年間 

■行動計画：前期 平成29年度から平成32年度までの4年間 

      後期 平成33年度から平成36年度までの4年間 

■実施計画： 4か年を単位期間とし毎年度見直し 
 

 

 

 

 

 

 

 

H29 
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H31
(2019)

H32
(2020)

H33
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H34
(2022)

H35
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H36
(2024)
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 本市は、関東平野の北部、群馬県南東部に位置し

（東経 139 度、北緯 36 度）、北は桐生市・みどり市

に隣接しており、南は埼玉県深谷市・熊谷市、東は

邑楽町・大泉町・栃木県足利市、西は伊勢崎市に面

しています。また、東京から北西へ約 86 ㎞の距離

にあり、北関東自動車道が北部地域を通過して関越

自動車道、東北自動車道と接続し、東武鉄道によっ

て東京と接続しています。南部に利根川、北部には

渡良瀬川が流れており、標高 239m の金山と八王子

丘陵が北西部を走るほかは、概ね平坦な地形となっ

ています。 

市町村別人口

0 100,000 200,000 300,000 400,000

高崎市

前橋市

太田市

伊勢崎市

桐生市

（人）

3 市の概況と時代の潮流

栃木県栃木県

福島県福島県

群馬県群馬県

新潟県新潟県

茨城県茨城県長野県長野県

山梨県山梨県

神奈川県神奈川県
千葉県千葉県

静岡県静岡県

埼玉県埼玉県

東京都東京都

　市の西部を中心に肥沃な土地が広がっており、古くから農業を中心に栄えてきました

が、人口の増加等に伴い、住宅や商工業などの都市的な色彩を強め、現在では北関東有数

の内陸型工業地帯として発展を遂げています。 

　本市の人口は、群馬県内では高崎市、前橋市

に次ぐ県内第３位の人口規模となっています。

東毛地域の中心的な都市として発展を続けてい

ますが、こうした中にあっても、本市を取り巻

く社会・経済環境は、時代の流れとともに大き

く変化しています。こうした変化は、まちづく

りに様々な課題を提起し、行財政運営の各分野

に大きな影響を及ぼすことから、ここでは、本

市の概況と時代の潮流を整理します。

資料：平成27年国勢調査

太田市太田市
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■人口を取り巻く状況                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○0～64 歳の人口が、平成22年（2010 年）以降減少傾向にある 
○65 歳以上の人口は、平成52年（2040 年）まで増加傾向にある 
○出生数が減少し、平成24年（2012年）から自然減となっている 
○若年人口の減少がさらなる人口減少を招く 

太田市の課題 

課題１ 人口減少 

課題２ 出生数の低下 

課題３ 高齢化の進行  

 
●人口構成の変化に対応できる社会づくり 
 
●安心して子どもを産み育てられる環境づくり 
 
●高齢者がいつまでも健康で活躍できるまちづくり 

目 標 
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    課題１ 

人口減少 

 

 

 

    本市の人口の推移と見通し 

 本市の平成 28 年（2016 年）3 月末現在の住民基本台帳人口は 223,030 人となっており、現

行の総合計画がスタートした平成 19 年（2007 年）4月 1日現在の人口 218,185 人と比較する

と 4,845 人（2.2％）の増加となっています。

　全国的に人口減少となる中にあっても、本市の総人口は、これまで右肩上がりに増加を続

けてきました。しかしながら、年齢３区分別に見てみると、年少人口（0～14 歳）は 昭 和

6 0 年 （ 1985 年）以降減少しており、子育て支援の強化などで 平成 12年（2000 年）を底に

微増に転じましたが、昭 和 6 0 年 （ 1985年）時点の年少人口数には至っていません。ま

た、生産年齢人口（15～64歳）は 平成 7年（1995年）以降横ばいでしたが、平成 20年（2008

年）のリーマンショックの影響による転出超過の影響もあり、平成 22年（2010 年)には減少

に転じ、今後も少子化の影響から減少し続けることが予想されます。老年人口については増

加傾向となりますが、こうした年齢構成などからみると本市においても、今後、人口減少が進

むことが予想されています。 

年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

昭和60年 平成2年
（1985年）（1990年）（1995年） （2005年）（2000年） （2010年）（2015年）（2020年）（2025年）（2030年）（2035年）（2040年）

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年 平成37年 平成42年 平成47年 平成52年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,471 
38,148 33,742 31,940 32,576 32,943 32,152 29,891 27,557 25,389 24,170 23,595 

125,608 136,610 142,998 144,288 144,061 138,538 131,338 127,735 126,314 123,679 117,536 
108,467 

18,852 
22,355 26,850 31,301 36,504 43,797 52,911 56,828 56,962 

56,923 
58,539 

61,942 

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000
※推計（人） 

189,931 
197,139

203,599 
210,022

213,299 216,465 216,401 214,454 210,833 
205,991 

200,244
194,004

※2010 年までは、総務省「国勢調査」から作成。2015 年からは、国立社会保障・人口問題研究所による将来人口推計を基に作成。 
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 地区別人口及び世帯数の増減

（平成19年と平成28年の比較）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地区別の年齢構成
（平成 28 年）
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資料：住民基本台帳

資料：住民基本台帳年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）
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62.7%

論
序

属
附

料
資

想
構
本
基

画
計
動
行

■序論

論
序

属
附

料
資

想
構
本
基

画
計
動
行

■序論

13



 

    課題２ 

出生数の低下 

 

 本市の出生数は、平成 24 年（2012 年）から 2,000 人を割り込み、減少傾向にあります。

全国的な問題である出生数減少の要因としては、母親世代の人口が減少しているという人口

構造上の問題に加え、未婚率の上昇や晩婚化等が考えられます。 

 本市における将来の経済活動や社会的機能の担い手を一定の規模で保持していくためには、

人口構造の若返りが必要であり、そのためには生まれてくる子どもの数を増やしていくこと

が必要です。そのためにも、妊娠・出産・育児の切れ目ない支援や、子どもの成長や子育て

をまち全体で支え、安心して子どもを育てられる環境づくりを総合的かつ計画的に進めてい

かなければなりません。 

 

本市の出生数と合計特殊出生率の推移 

 

本市の自然動態（出生・死亡）の内訳 
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1.57 
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自然増加数（右軸） 出生数（左軸） 死亡数（左軸）

死亡：2,058

 

出生：1,873 

資料：統計おおた

資料：統計おおた、健康福祉統計（群馬県）
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課題３

高齢化の進行

 本市の老年人口（65 歳以上）は、増加が続いています。これは、平均寿命の延伸や第 2次

ベビーブーム世代が老年人口世代に加わることが主な要因となりますが、総人口に占める老

年人口（高齢化率）は、平成 52 年（2040 年）には 31.9％に達し、その後も上昇していくと

推計されます。 

 高齢化によって、地域活動を支える人材の不足や単身の高齢世帯数の増加、介護や入院が

必要となる高齢者が増加することが予想されます。これらの課題に対応するためには、高齢

者がいつまでも健康で活躍でき、生きがいを持って暮らせるまちづくりを進めることが重要

です。

本市の高齢者数の推移と見通し 
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66.1%
69.3%

70.2% 68.7% 67.5% 64.0%

60.7%
59.6% 59.9% 60.0% 58.7% 55.9%

9.9% 11.3% 13.2% 14.9% 17.1% 20.2%
24.5% 26.5% 27.0% 27.6% 29.2% 31.9%

18,852 
22,355 

26,850 

31,301 

36,504 

43,797 

52,911 
56,828 56,962 56,923 58,539 

61,942 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

系列4

※推計（高齢者数：人） （人口構成比率）

高齢者数 年少人口（0～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

昭和60年 平成2年
（1985年）（1990年）（1995年） （2005年）（2000年） （2010年）（2015年）（2020年）（2025年）（2030年）（2035年）（2040年）

平成7年 平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 平成32年 平成37年 平成42年 平成47年 平成52年

※2010 年までは、総務省「国勢調査」から作成。2015 年からは、国立社会保障・人口問題研究所による将来人口推計を基に作成。 
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■産業・経済を取り巻く状況                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○生産年齢人口の減少により労働力が不足していく
 
○人口減少や人口構成の変化により、市場規模が縮小していく 
 
○主要産業のピラミッド型構造によるリスクが潜在する 
 
○空き店舗の増加により、まちなかのにぎわいが失われつつある 

 
●市外に対して稼げる産業を支援するとともに、地域に根差した

ローカル経済圏の活力向上を図り、市内の「働く場」を確保していく 
 
●元気な高齢者や女性など多様な人材が活躍できる社会づくり 

目 標 

太田市の課題 
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本市の産業３分類別従業者率の推移 

 

 

 

4.3%

5.3%

6.0%

7.3%

9.1%

38.3%

40.2%

45.0%

46.7%

49.2%

54.6%

53.7%

48.6%

45.9%

41.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

（1990年）
平成2年

（1995年）
平成7年

（2000年）
平成12年

（2005年）
平成17年

（2010年）
平成22年

第１次産業

第２次産業

第３次産業

分類不能

資料：国勢調査

 平成 22 年（2010 年）の国勢調査における本市の産業別就業者数の割合は、第１次産業の

従事者数が 4.3％、第２次産業の従事者数が 38.3％、第３次産業の従事者数が 54.6％となっ

ており、第３次産業の構成率が年々増加しています。

　第２次産業の中では、特に製造業に従事している人数が多く、比率では全体の 33％、男性

の約 44％を占めています。本市は全国でも有数の工業都市として、市内をはじめ周辺地域の

経済や雇用を支えていますが、グローバル競争が厳しさを増していく中、主要産業のピラ

ミッド型構造は、振れ幅の大きい需要変動に直面した場合などに、これに連動した大きなリ

スクをはらみ、市に与える影響が大きくなるなどの課題もあります。

　

　また、本市は、2015 年世界農林業センサスによると県内で2番目の経営耕地面積を有して

います。地域で採れた新鮮な農産物を地域で消費出来る環境にあるといえますが、一方で生

産年齢人口の減少などを背景とした後継者不足や高齢農業者の引退等により、耕作放棄地が

増えるなど課題が表面化しつつあります。

　年間商品販売額についても高い数値を示し、バランスのとれた産業形態となっています

が、総人口の減少や人口構成の変化によって、地域内の消費の減少や地域経済への悪影響が

懸念されます。経済の低迷は、まちの活力低下や雇用環境の悪化を招くことに繋がります。

本市が持続的に発展するためには、地域経済をけん引する産業や雇用を生み出す産業（グ

ローバル産業）を支えるとともに、地域の経済循環を促進する産業（ローカル産業）につい

ても活性化を図っていくことが重要となります。 
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２  太 田 市 の 魅 力 に つ い て  

11.4%
6.4%

5.0%
5.4%

14.0%
1.5%

8.1%
0.8%

1.4%
2.6%

5.7%
3.4%

8.6%
12.8%

1.4%
0.7%

1.9%
6.8%

2.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0%

自然が豊かである
道路が整備されている

交通の便が良い
働く場所が多くある

日常生活が便利である
農業が盛んである
工業が盛んである
商業が盛んである

教育が充実している
福祉が充実している
医療が充実している

文化・ｽﾎﾟｰﾂ環境が充実している
子育てがしやすい
安心して暮らせる
清潔なまちである

活気やにぎわいがある
ふれあいや連帯感がある

特にない
その他

魅力を感じる点については、「日常生活が便利である」、「安心して暮らせる」、「自
然が豊かである」、「子育てがしやすい」、「工業が盛んである」といった項目が挙
げられています。 

１  住 み や す さ に つ い て  

16.0%

54.1%

21.5%

5.3% 3.1%
大変住みやすい

どちらかといえば住みやすい

どちらともいえない

どちらかといえば住みにくい

住みにくい

「大変住みやすい」が16.0%、「どちらかといえば住みやすい」が54.1%、あわせて約
70%が住みやすいまちと回答しています。 

■平成 27 年度市民意識アンケート

（附属資料 P.134より抜粋）       

本市在住の18歳以上の市民から3,000人（無作為抽出）を対象に、本市の住みやすさや市

が目指すべきまちづくりの方向性などに関するアンケート調査を実施しました。 

4 市民の意識
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21.2%

13.5%

6.1%

9.4%

9.8%

19.8%

3.7%

15.9%

0.7%

高齢者が安心して外出しやすいまちの整備

高齢者の働く場所、機会の提供

趣味や娯楽の機会の充実

高齢者が地域貢献、
社会貢献できる機会の提供

介護予防の強化

介護サービスや高齢者福祉の充実

小・中学校などにおける児童・生徒と
高齢者との交流促進

高齢者を支える若年層に対する
定住・就業・子育て施策等の充実

その他

本格的な高齢社会の到来に向けて、市が優先して行うべきことについては、「高齢者が安
心して外出しやすいまちの整備」、「介護サービスや高齢者福祉の充実」、「高齢者を支
える若年層に対する定住・就業・子育て施策等の充実」、「高齢者の働く場所・機会の
提供」、「介護予防の強化」といった項目が挙げられています。  

４  高 齢 化 社 会 に 対 し 市 が や る べ き こ と に つ い て  

 

３  太 田 市 が 目 指 す べ き ま ち づ く り の 方 向 性 に つ い て  

3.2%
13.9%

18.1%
1.5%

2.5%
4.3%

5.8%
10.0%

2.9%
2.6%

1.0%
2.3%

0.8%
2.6%
2.5%

6.6%
3.7%

3.0%
11.2%

1.4%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

地域住民のまちづくり活動が活発なこと

安心して子どもを産み育てられる環境が整っていること

福祉・保健・医療の環境が整っていること

人権を尊重する教育や啓発活動を推進していること

豊かな自然環境を保全していること

清潔で快適な生活環境が整備されていること

自然災害に備える体制が整っていること

事故や犯罪を防ぐ体制が整っていること

教育環境が充実していること

教育・文化施設が充実していること

歴史や伝統が受け継がれていること

スポーツ・レクリエーション施設が充実していること

観光資源をいかした交流を推進していること

新鮮で質の高い農産物が豊富なこと

商業施設が充実していること

雇用環境が整っていること

快適な住環境が整備されていること

自然、まち、歴史・文化の調和した景観が整備されていること

公共交通機関が利用しやすいこと

その他

これから目指すべきまちづくりに重要と考える点については、「福祉・保健・医療の環
境が整っていること」、「安心して子どもを産み育てられる環境が整っていること」、
「公共交通機関が利用しやすいこと」、「事故や犯罪を防ぐ体制が整っていること」、「雇
用環境が整っていること」といった項目が挙げられています。 
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「働く場の確保」に向けて、市が優先して行うべきことについては、「女性や若者の就
労支援」、「商工業の振興」、「新規企業誘致の推進」、「人材育成」、「起業や業
種転換に対する支援」といった項目が挙げられています。  

６ まちの活力維持を目指した「働く場の確保」のために市がやるべきことについて 

16.5%

6.2%

7.5%

16.2%

11.2%

26.6%

14.7%

1.0%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

商工業の振興

農林水産業の振興

観光産業の振興

新規企業誘致の推進

起業や業種転換に対する支援

女性や若者の就労支援

人材育成

その他

５  少 子 化 ・ 人 口 減 少 に 対 し 市 が や る べ き こ と に つ い て  

少子化・人口減少に対して、市が優先して行うべきことについては、「若者の就業選
択肢や安定的な所得の確保」、「出産・育児に対する支援の充実」、「保育サービス
の充実」、「結婚の促進に向けた支援」、「まちなかの活性化」といった項目が挙げ
られています。  

25.9%

8.7%

21.5%

15.1%

6.1%

5.4%

7.2%

6.9%

2.0%

1.2%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0%

若者の就業選択肢や安定的な所得の確保

結婚の促進に向けた支援

出産・育児に対する支援の充実

保育サービスの充実

女性の社会進出の促進

宅地や市営住宅の供給

まちなかの活性化（魅力の向上）

企業誘致による通勤者数の増加

観光活性化による交流人口の増加

その他
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■市民満足度アンケート                           

 

 客観的に現状の行政サービスについて市民がどう感じているかを捉えることで、今後の行

政サービス改善の基礎資料とするため、本市在住の 20 歳以上の市民から 3,000 人（無作為抽

出）を対象に、太田市の取り組みに対する満足度と重要度に関するアンケートを毎年度実施

しています。  

 

 

 平成 28 年度調査における各施策項目における満足度は、「水道水の提供」がもっとも高く、

次いで「証明・届出業務のサービス向上」、「健康増進と医療費補助」、「児童福祉の推進」、「児

童生徒の育成」と続いています。一方、満足度の低い分野では、「道路網の整備」については、

慢性的な交通渋滞や道路の補修状況への不満が数多く挙げられています。また、「市街地の整

備」と「都市計画の推進」については、太田駅周辺、特に南口の景観への不満や駅周辺の治

安に対しての不安意見が多くみられます。 

 

 

 重要度では「安心・安全なま

ちづくり」がもっとも高く、次

いで「健康増進と医療費補助」、

「水道水の提供」、「環境衛生の

確保」、「高齢者福祉の推進」と

続いています。市民の生命・財

産に直接かかる項目が上位とな

る一方、「市街地の整備」、「都市

計画の推進」、「芸術と文化の振

興」といった項目が下位となっ

ています。「市街地の整備」、「都

市計画の推進」については、「自

分に関わりがない」という意見

が散見され、「芸術と文化の振興」

については、新市民会館や太田

市美術館・図書館の建設といっ

た事業が現在進行中のため、あ

る程度の充足感があることの表

れではないかと考えられます。 

重要度
平均値
4.827

総合
満足度
4.282

満足度
平均値
4.131

満足度

重要度5.8

5.6

5.4

5.2

5.0

4.8

4.6

4.4

4.2

4.0

3.8
3.6 3.8 4.0 4.2 4.4 4.6

満足度・重要度の散布図（全項目）

資料：平成28年度 市民満足度アンケート

安心・安全なまちづくり
健康増進と医療費補助

水道水の提供
高齢者福祉の推進

環境衛生の確保
児童福祉の推進
児童生徒の育成

障がい者福祉の推進

証明・届出業務の
サービス向上

より良い生活環境づくり

道路網の整備

市街地の整備

効率的な行財政運営
工業の振興

農業の振興

商業の振興
スポーツの振興

市民参加による
まちづくり

生涯学習の推進
観光事業の推進

住宅対策の推進

都市計画の推進
開かれた議会づくり

芸能と文化の振興

安心・安全なまちづくり
健康増進と医療費補助

水道水の提供
高齢者福祉の推進

環境衛生の確保
児童福祉の推進
児童生徒の育成

障がい者福祉の推進

証明・届出業務の
サービス向上

より良い生活環境づくり

道路網の整備

市街地の整備

効率的な行財政運営
工業の振興

農業の振興

商業の振興
スポーツの振興

市民参加による
まちづくり

生涯学習の推進
観光事業の推進

住宅対策の推進

都市計画の推進
開かれた議会づくり

芸能と文化の振興
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計画策定にあたっては、以下の点に留意することとします。 

❶人にやさしい計画

 わが国が直面する少子高齢化や人口減少問題は、本市においても同様であり、戦後一貫し

て増加してきた人口もピークを迎え、これからは人口減少時代になると予測されます。人口

減少は、生産年齢人口の減少や経済規模の縮小をもたらすことから、重要かつ緊急の取組課

題となっています。 

少子化対策を総合的に実施し、安心して出産や子育てができる環境づくりを推進するとと

もに、人口が減少しても快適で安全な生活を維持することを目指し、高齢者や障がい者が生

きがいをもち、全ての市民が安心して暮らせるまちづくりを推進する計画とします。 

❷環境にやさしい計画

 本市は北関東随一の工業都市であるとともに、農業産出額でも県内トップクラスを誇って

います。また、自然的環境として金山や八王子丘陵、渡良瀬川や利根川など市内には豊かな

山や川があり、市民アンケートでも「自然が豊かである」ことが市の魅力の一つとして挙が

っています。工業都市というイメージが強い本市であるからこそ、産業の発展と自然環境の

保全の調和をさらに推し進めていくことが求められています。 

豊かな自然を次の世代に引き継ぎ、環境にやさしいまちをつくるために、山林や農地の保

全、水源かん養に取り組むとともに、資源循環型社会の形成を推進する計画とします。 

5 計画策定の視点
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❸安全・安心の確保

 本市は穏やかな気候に恵まれ、これまで大規模な自然災害を免れてきました。しかし、地

球温暖化などの影響とされる集中豪雨や大規模な地震災害など全国各地で自然災害が相次い

でいることから、市民の防災や減災の関心は高まっています。また、市民アンケートでは、

まちの治安に不安を抱く市民も多く、暮らしの安心感を高めていく取り組みが求められてい

ます。 

地域社会の中で、誰もが快適で安全・安心に暮らすことができる社会づくりを推進する計

画とします。 

❹市民参画と協働

 まちづくりの主役は市民であることから、市民の参画と協働によるまちづくりを進めます。

 安全・安心に暮らせる、個性的で魅力のあるまちをつくるため、市民と行政をはじめ、多

様なまちづくりの担い手がまちづくりの目標を共有し、それぞれの役割を果たし、実践する

ことができる計画とします。 

❺わかりやすい計画

 総合計画は市民の意見を反映したものであるとともに、市民の目線でわかりやすく実効性

のある計画でなければなりません。 

 市民にわかりやすいまちづくりを進めるため、将来都市像や基本目標を明確に示し、その

目標をどれだけ達成したかを客観的に計る指標を設定し、計画の進捗状況や取組の成果を把

握することで、市民サービスの向上などが見えやすい計画とします。 
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基本構想 

  １ 基本構想の目的 

  ２ 将来都市像 

  ３ まちづくりの基本理念 

  ４ 基本目標 

  ５ 人口の将来展望 

  ６ 土地利用の考え方 


